
全学連（全日本学生自治会総連合）は、毎年夏に定期全
国大会を開催しています。全国の学生が集まり、現在の大
学や社会について議論する場です。

2016年9月1日・2日に行われた大会の際、会場前には大
勢の公安警察が学生を威圧するように立ち並び、さらには
参加者の学生に殴る蹴る、首を絞めるなどの暴行をふるい
ました。学生は着ていたシャツを引き裂かれ、タオルを奪
われ、ある学生は全治2週間から1ヵ月の怪我を負いました。
これは社会変革のために行動する学生をつぶすために仕

掛けられた政治・言論弾圧であり、憲法で保障されている
はずの集会の自由を公然と破壊する、公安警察による権力
犯罪に他ならない歴史的事件でした。
これに対して全学連は、公安刑事および国・都に対する

国家賠償請求訴訟を起こして反撃しました。この裁判は４
年をかけて闘われ、今年５月31日、ついに勝訴判決を勝ち
取りました。

「5.31全学連国賠判決へ！」全学連大会襲撃の様子

●公安警察による学生襲撃事件
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勝利判決をかちとり、ガッツポーズをする全学連原告団（５月31日）

動画で見る！
全学連国賠



弾圧打ち破り、学生運動の復権を

5月31日、4年をかけて闘われた全学連大会襲撃事件に対す
る国家賠償請求訴訟は、ついに勝利判決を勝ち取りました。
東京地裁民事第31部（金澤秀樹裁判長）は、公安警察による
学生への暴行を「違法な公権力の行使」と認め、全学連の原
告5人に合計120万円の慰謝料を支払うよう東京都に命じまし
た。公安警察の許しがたい権力犯罪を暴いた歴史的勝利です。
裁判長が判決文を読み上げると、法廷は歓喜に包まれまし

た。この勝利は、多くの方の注目と長きにわたり私たち全学
連を支えてくださった支援者の皆様、弁護団の皆様のおかげ
です。本当にありがとうございました。

一方で、判決は公安警察の「視察」と称する学生の監視を
「正当」と認め、「集会の自由が侵害された」という全学連
の主張を認めませんでした。その理由も、「大会は予定して
いた議事進行を完了している」「参加を取りやめた者が多数
いたとはいえない」というものです。学生を監視し、無許可
で撮影し、威嚇し、暴力をふるうことは「集会の自由の侵害
に当たらない」というのです。不当な判決であると言わざる
を得ません。

国賠判決の直後、公安警察の横暴がまた繰り返されました。
6月21日、京都府警はこの裁判の原告であるAさんを、免状不
実記載で不当逮捕したのです。Aさんは京都で下宿生活をし
ていますが、免許証には実家の住所を記載しています。これ

を「犯罪」だとして拉致同然に不当に拘束しました。その上、
彼の居住に関係のない親類宅や京都大学の学生寮、労働組合
の事務所など、全国で計7ヵ所の家宅捜索が行われ、マスコ
ミでも大きく報じられました。

Aさんは京都大学で学生運動に取り組む仲間です。国賠で
の敗北に対する報復であると同時に、Aさんを逮捕すること
で学生を委縮させ、運動の後退させることを狙った権力から
の攻撃でした。しかし現実にはその思惑とは反対に、不当逮
捕に多くの学生が怒り、警察所や裁判所に対してビラ配りや
デモで抗議行動に立ち上がりました。団結はむしろ拡大し、
公安警察による攻撃を完全に墓穴に転化したのです。そして
拘束から10日後の7月1日、Aさんは不起訴釈放されました。
権力の弾圧も、学生の団結があれば跳ね返すことができるこ
とを国賠の勝利に続き証明できたと言えます。

今回の件しかり、安倍・菅政権と続く権力の横暴しかり、
一見とても凶暴で逆らい難く思えますが、これは彼らが追い
詰められ弱っていることで凶暴になっているに過ぎません。
学生・民衆が正面から立ち向かえば国家権力も恐るるに足り
ません。
国賠勝訴、Aさん奪還に続き、不滅の学生運動をさらに拡

大することで、国策最優先でオリンピック強行、大学改革、
改憲・戦争に突き進む菅政権を倒しましょう。このビラを受
け取った皆さんの決起を求めます！ 全学連と共に闘いま
しょう。

現在、公安警察は賠償命令を不服とし控訴して来たた
め、全学連側も控訴し裁判闘争は継続します。控訴審を
闘い抜くには、弁護士費用などの資金が必要です。カン
パにご協力をお願い致します。

カンパ送付先
ゆうちょ銀行
店番：019 普通 0766112

郵便振替
「00190-0-766112」

みなさまの圧倒的カンパを！
よろしくお願いしますm(__)m

東京都に賠償命令

全学連大会襲撃の様子。
興奮し学生に殴りかかる公安刑事・藤澤（右）。

集会の自由の侵害は認めず

原告Aさんの不当逮捕

闘えば勝てる！ 今こそ学生運動の復権を
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